
令和元年度　施策評価シート

H29

H28

総事業費推移（千円）

　京成曳舟駅周辺道路整備事業や押上通り拡幅整備等との調整を図りながら、曳舟たから通り整備事業を早期に完了さ
せる。

　曳舟たから通りの整備においては、まちづくりの骨格となる駅前広場の整備と密接な関係性があることから、計画的に事
業を進めていく必要がある。

４　今後の施策の運営方針

【今後の具体的な方針】

施策の戦略的方向性

(１)　優先的に資源投入を図る。

(２)　現状維持とする。

(３)　現状維持だが、より効率的な運営を図る。

(４)　資源投入の縮小を図る。

評価結果

【上記の判断理由】

○

実績

２ 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

指標の推移・施策の課題や問題点について記述

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 82.2%

　主要駅周辺は、便利でにぎわいのあるまちになり、多くの来街者が訪れていま
す。また、生活拠点では日常生活に必要な施設が身近に整い、誰もが安心して便
利に暮らしています。

１ 基本計画における成果指標の状況

実績

80.0%75.0%72.9%目標

基本目標

政策 220 区民が安全・快適・便利に暮らし、人々の交流が生まれ、移動しやすいまちをつくる

R2 R3 R4 R5 R6 R7H30 R1H29

指　標　名
「主要駅（錦糸町・両国・押上・曳舟）周辺が、住み、働き、憩うことのできる便利でにぎ
わいのある地域となっている」と思う区民の割合

地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくるⅡ

基準年(H28)

施策 221 主要駅を中心とした広域拠点と、身近な生活拠点を形成する

施策の目標

評価

Ｂ

指　標　名

85.0%

基準年(H28) H29 H30 R1

理由

各事業が調整、連携を図りながら事業を進めた

83.0%

「歩いて行ける範囲に商店・医院・公益施設などがあり、日常の用事が足せている」区民の
割合

236,115

141,513主要駅（曳舟）周辺
・再開発事業や京成押上線立体化等が一部完了したことにより、便利で快適な移動空間が
形成され、にぎわいが生れてきている。
・曳舟たから通り整備事業においては、これまでに用地買収や電線類地中化等の整備を進
めてきた。令和元年度末の事業完了に向け、関係機関等と調整を図りながら整備を進めて
いる。 H30 90,075

３ 施策の評価及び判断理由



平成３０年度
98

3

2 112

4

年度目標値

年度実績値

1 曳舟たから通り整備事業 90,061 1,378
現状維持

平成３０年度

５　この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）                     

直近の評価内容

評価結果
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東墨田地区の道路整備 14

改善・見直し



令和元年度　事務事業評価シート

施 策 221

事 業 名

根拠法令
関連計画
実施基準 実施方法 直営

事業内容

議会質問
の 状 況

そ の 他
特記事項

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度
42,833 609,320 92,580 247,776 91,600 102,000

41,590 586,060 85,557 202,521 90,061 102,000

9,350 9,350 36,850 0 14,600

860 860 518 2,152 0 0

31,380 575,850 85,039 163,519 90,061 87,400

97.1% 96.2% 92.4% 81.7% 98.3% 100.0%

節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

役務費 898 委託料 電線共同溝整備工事の委託 38,461 工事請負費（繰越分） 道路整備工事 80,400

委託料 130,996 工事請負費 道路整備工事 51,600 工事請負費 道路整備工事 6,500

工事請負費 57,865 公有財産購入費 土地の取得 15,100

公有財産購入費 10,789

補償補填及び賠償金 1,973

目 的
　曳舟たから通り(押上通り～曳舟川通り：延長350m)を11mから17mへ拡幅し、あわせて
電線共同溝や街路樹等によるゆとりある歩道を整備することで、道路利用者が快適で便
利、安全に移動できる空間とする。

人員体制・委託先 常勤2

主管課・係（担当）
都市整備課　都市整備・河川担当

03-5608-6281

対 象 者 　区民及び来訪者

国
都

その他
財 源

土地鑑定

電線共同溝工事の委託等

道路整備工事

概要

予算・決算の内訳（単位：千円）
平成３０年度（決算） 令和元年度（予算）

執⾏率（％）
一般財源

土地の取得

土地取得に係る損失補償

主要駅を中心とした広域拠点と、身近な生活拠点を形成する 部内優先順位

曳舟たから通り整備事業 1

●事業認可関連
①[平成22年度]　事業認可取得（平成22年5月7日～平成28年3月31日、四ツ目通り～京島一丁目24番先までの130ｍ）
②[平成26年度]　①の事業変更認可取得（平成22年5月7日～平成30年3月31日、四ツ目通り～京島一丁目36番先まの220ｍ）
③[平成28年度]　事業認可取得（平成28年11月21日～平成31年3月31日、京島一丁目36番先～曳舟川通りまでの130ｍ）
④[平成29年度]　②の事業変更認可取得（平成22年5月7日～平成31年3月31日）
⑤[平成30年度]　③の事業変更認可取得（平成28年11月21日～平成32年3月31日）及び④の事業変更認可取得（平成22年5月～平成32年3月31日）
●用地取得
[平成23年度～平成29年度]　用地取得（権利者交渉及び土地取得、7物件）
●電線共同溝整備及び道路整備
[平成26年度～平成30年度]　整備延長350ｍ

　都市計画法
　道路法

１　用地取得
　　道路拡幅に伴い取得する土地について、権利者と折衝の上、用地を所得する。

２　道路占用企業者の工事調整
　　道路拡幅に伴う道路占用物件の移設工事について、道路占用企業者と工事工程調整を行う。

３　電線共同溝整備工事
　　電線類を地中化する工事を行う。

４　道路整備工事
　　用地買収に伴い、現況11ｍの道路を17ｍに拡幅し、道路景観整備の工事を行う。

開始年度 平成22年度 終了予定 令和元年度

[平成21年都市開発特別委員会（9月）]　曳舟たから通り整備事業に係る用地買収について
[平成27年産業都市委員会（9月）]　曳舟たから通りにおける信号及び横断歩道の設置について
[平成28年産業都市委員会（3月）]　曳舟たから通りに整備事業に係る用地買収の予算について
[平成28年都市開発・災害対策特別委員会（5月）]　曳舟たから通りにおける信号の設置について
[平成30年決算特別委員会]　曳舟たから通り整備事業における道路整備の仮設について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 曳舟たから通りにおける横断歩道について

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

　特になし

予算・決算額推移（千円）
予算現額（事業費）

経 過

区独自基準

決算額（令和元年度は⾒込み）

平成２９年度（決算）



指 標 単 位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 6 7 7 8

実績 6 7 7

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標
実績

指 標 単 位 ｍ

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 95 190 250 350

実績 95 190 250

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標
実績

事 業 の
成 果

　道路の整備完了が本事業の完了であるため。

課題・問題点

　道路整備については、京成曳舟駅周辺道路整備事業の進捗に合わせた調整、連携が必要である。

手 段 に
対する指標
(活動指標 )

8 R1

指標の選定理由及び目標値の理由

　電線共同や道路を整備するための手段として、用地買収が絶対条件になることから指標とした。
　整備スケジュールを考慮し、残る未買収物件1物件を取得することとした。

目 的 に
対する指標
(成果指標 )

道路整備の総延長（電線共同溝含む）

350 R1

指標の選定理由及び目標値の理由

現状維持

用地買収（延べ件数）

・道路管理者として、本事業の整備を進める必要がある。
・事業用地取得においては、7物件取得済みで、電線共同溝等も一部完了し、整備完了に向けて事
業を進めている。
・事業長期化を回避するために、収用制度を活用した用地取得を行った。また、コスト削減及び事
業工期短縮を目的とした電線類地中化手法を用いた整備を行っている。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等



施 策 221

事 業 名

根拠法令
関連計画
実施基準 実施方法 直営

事業内容

議会質問
の 状 況

そ の 他
特記事項

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度
14 14 14 14 14 14

14 14 14 14 14 14

14 14 14 14 14 14

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

負担金補助及び交付金 14 負担金補助及び交付金 東京都地区用地対策連絡協議会会費 14 負担金補助及び交付金 東京都地区用地対策連絡協議会会費 14

主要駅を中心とした広域拠点と、身近な生活拠点を形成する 部内優先順位

東墨田地区の道路整備 2

目 的 　東墨田地区環境改善事業及び主要生活道路整備の一環として、まちづくりや住民生活
の基盤となる道路を整備する。

主管課・係（担当）
都市整備課都市整備・河川担当

03-5608-6281

対 象 者 　東墨田地区の道路整備に係る未買収用地の地権者

　道路法

区独自基準 人員体制・委託先 常勤1

財 源
国
都

その他

  東墨田地区の主な幹線・生活道路を概ね6ｍに拡幅整備する。
　なお、今後の残用地買収については、地権者からの申し出により協議する。
　また、東京都地区用地対策連絡協議会に参加し、会員相互の連絡を図り、用地関係の情報交換をすることにより、
墨田区の用地取得事務を適正かつ円滑に行う。

経 過

開始年度 平成14年度 終了予定 未定（未買収用地の買収及び拡幅整備が完了時のため）

　従前の東墨田地区の道路状況は、幅員が４ｍ以下の道路が大半を占め私道も多く、道路状況も悪かったことから、
住民生活にも不便をきたし区の産業活動にも支障が出ていた。
　【整備計画概要】
　　対象路線：24路線　 　　整備総延長：4,000ｍ
　　計画幅員：概ね6ｍ　　　事業期間：昭和60年度～平成13年度
　
　平成13年度から東京都における環境改善事業の財源措置がなくなり、平成14年度以降は、都市計画マスタープラン
の主要生活道路としての位置付けに基づき、区の単独事業として行っている。

[平成11年予算特別委員会]　東墨田地区の道路整備に伴う残用地買収について
[平成12年企画総務委員会（3月）]　東墨田地区の道路整備に係る予算について

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

　特になし

予算・決算額推移（千円）
予算現額（事業費）

決算額（令和元年度は⾒込み）

一般財源
執⾏率（％）

予算・決算の内訳（単位：千円）
平成２９年度（決算） 平成３０年度（決算） 令和元年度（予算）

概要

東京都地区用地対策連絡協議会会費



指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 100 100 100 100

実績 98 98 98

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 100 100 100 100 100 100

実績

指 標 単 位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 100 100 100 100

実績 97 97 97

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 100 100 100 100 100 100

実績

R7

指標の選定理由及び目標値の理由

　道路整備が事業の進捗判断となるため。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の
成 果

手 段 に
対する指標
(活動指標 )

用地買収率

100 R7

指標の選定理由及び目標値の理由
　道路を整備するための手段として、用地買収が絶対条件になることから指標とした。現時点での用地買収率は98%と
なっている。未整備箇所は、地権者の事業に対する強い反対があり、用地買収の同意を得ることが困難な状況である
ことから、地権者からの申出により用地買収を行うこととなる。

目 的 に
対する指標
(成果指標 )

道路整備率

100

現状維持

・未整備箇所は、計画に対する反対もあるが、まちづくりの基盤整備として必要
な事業であり、道路管理者として区が道路の整備を進める必要がある。
・未整備箇所は、事業の同意がなかなか得られない状況のため、整備が進まな
いことから、地権者からの申出があった際には、用地買収、道路整備が進めら
れるよう協議を行っていく。

課題・問題点

・未整備箇所は、地権者の事業に対する強い反対があり、用地買収の同意を得ることが困難な状況である。


